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当社株式のお取扱いについて 
 
 
 当社の株式につきましては、すでに発表いたしましたとおり、大阪証券取引所の決定

により、平成２２年８月２日付をもちまして上場廃止となりました。 
 また、当社株主名簿管理人であります三菱 UFJ 信託銀行株式会社との株式事務代行
委託契約に関し、平成２２年８月１２日付にて解除する運びとなりました。 
 従いまして、平成２２年８月１３日以降の株主名簿管理に関しましては、当社にて行

うことになります。上場廃止および株式事務代行委託契約解除に伴い、今後の当社株式

に関する各種お手続きについて定めさせていただきましたのでご確認くださいますよ

うお願い申し上げます。 
 従来のお手続き方法と異なる点が多数あるため、多大なるご不便とご迷惑をお掛けす

ることとなりますが、株主様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますよう、心よ

りお願い申し上げます。 
 
 
【当社株式の取扱いに関する主な変更点】 
 
１．本人確認について 
 株式会社証券保管振替機構による当社株式の取扱いが廃止となり、各証券会社への届

出についても廃止されることから、原則として、各請求・届出書への実印による押印お

よび印鑑証明書の添付により、株主様の本人確認および株主様ご本人からの意思表示の

確認とさせていただきます。 
 ただし、株主様ご本人が当社本社へご来社の上、各請求・届出書提出等の手続きをさ

れる際には、運転免許証等の原本提示をもって本人確認とさせていただきます。なお、

その際には、ご提示いただいた証明書類の写しを頂戴いたしますのでご了承いただきま

すようお願いいたします。 
 



２．各種お手続きの窓口について 
 株式事務代行委託契約の解除により、今後の当社株式に関するお手続きならびにお問

い合わせ窓口が変更になります。窓口については、後記【当社株式に関するお問い合わ

せ、請求ならびに各種届出窓口】をご覧ください。 
 
３．単元未満株式の買取請求について 
 上場廃止となったことにより、単元未満株式買取価格決定方法を変更いたしました。 
 
４．特別口座に記録された株主様について 
 上場廃止に伴い特別口座は廃止されております。なお、特別口座に記載されていた株

主様も株主名簿に記載されておりますので、株主としての権利は失われません。 
 
【株主名簿記載事項証明書について】 
 株主様が、ご本人が株主である旨、その所有株式数等、当社株主名簿に記載されてい 
る事項の証明が必要な場合は、後記【当社株式に関するお問い合わせ、請求ならびに各 
種届出窓口】までご連絡ください。当社所定事項を確認の上、その時点でお届出いただ 
いている株主名簿のご住所宛証明書を送付させていただきます。この場合、お届出住所 
以外には送付できませんので、あらかじめご承知ください。 
 
【各種変更手続きの必要書類】 
 

ご添付いただく書類 
変更事項 

お届出印がある場合 お届出印がない場合 
備  考 

 
１ 
 
届 出 印 ―  印鑑証明書  

 
２ 
 

住 所 

・ 
住 居 表 示 

―     
印鑑証明書 
住民票または 
戸籍の附表 

届出住所（旧）から新住

所へ移転している事実が

記載されているもの 
 
３ 
 
改姓・改名 戸籍抄本 

戸籍抄本 
印鑑証明書 

改姓・改名の事実が記載

されているもの 

 
５ 
 
代 表 者 ― 印鑑証明書 

新代表者名の記載のある

もの 

 
６ 
 
商  号 登記事項証明書 

登記事項証明書 
印鑑証明書 

新旧商号が記載されてい

るもの 



【売買に関する今後のお手続きについて】 
 
 上場廃止を受け、当社株式につきまして、今後の株式市場での売買ができなくなり、

売却を希望される譲渡人と、買受を希望される譲受人との間で売買される相対取引のみ

となります。株券電子化にともない、当社は株券不発行会社となっております。そのた

め株券が無い状態での相対取引となるため、譲渡人の株主確認を担保する必要から、確

認方法、名義書換請求の方法を以下のとおり決定させていただきます。 
 
① 譲渡人株主様と譲受人株主様の間で、株式譲渡契約を締結した後、「名義書換請求

書」に名義書換を行う株式数を明記し、譲渡人株主様ならびに譲受人株主様の連署、

および各々実印を押印し、印鑑証明（交付日から６ヶ月以内の原本）を添付いただき、

ご提出いただきますようお願いいたします。 
  「名義書換請求書」は当社窓口へご請求ください。 
② 当社で「名義書換請求書」記載内容および添付書類を確認後、名義書換手続きを行

います。 
 
【当社株式に関するお問い合わせ、請求ならびに各種届出窓口】 
 
〒５６４－００５３ 
大阪府吹田市江の木町６番１３号 
株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ  
業務管理本部 総務部 
TEL ０６－６１９２－９３００ ＦＡＸ ０６－６１９２－９２２２ 
メールアドレス info＠nestage.co.jp 
 


